
第36回定例会議の開催状況 
                                           

第１ 日時 
  令和６年12月12日(木)午後１時10分から午後４時30分 
 

第２ 場所 
  公安委員会室 

 
第３ 出席者 
 １ 公安委員会 

・ 澤田委員長 
・ 津田委員 
・ 髙見澤委員 
・ 水谷委員 

 
 ２ 警察本部 

・ 本部長 
・ 総務部長 
・ 警務部長 
・ 刑事部長 
・ 生活安全部長 
・ 地域部長 
・ 交通部長 
・ 神戸市警察部長兼首席監察官兼第一方面本部長 
・ 警察学校長 
・ 情報通信部長 
・ サイバーセキュリティ・捜査高度化センター長 
・ 公安第一課長 
・ 訟務官 
・ 交通機動隊副隊長 
・ 警備課次席 
・ 公安委員会補佐室長 
・ 暴力団対策課管理官 
・ 運転免許課管理官 
・ 県民広報課調査官 
・ 交通捜査課調査官 
・ 会計課主幹 
・ 警務課主幹 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第４ 定例会議の概要 

 

１ 空き家対象の侵入窃盗の現状と被疑者の検挙について 

空き家対象の侵入窃盗の発生状況、空き家対象の窃盗事件の特徴、主な検挙事 

例等について報告があった。 

 委員から、「自治会等と空き家の情報を共有するなどし、地域と連携した防犯 

対策を講じていただきたい。」との発言があった。 

   

２ 匿名・流動型犯罪グループが関与する窃盗等事件における指示役被疑者の検挙 

について 

「令和６年12月４日(水)、兵庫県警察、愛媛県警察は、匿名・流動型犯罪グル 

ープが関与する窃盗等事件における指示役の被疑者２名を検挙した。」との報告 

があった。 

 

３ 道路交通法の一部を改正する法律(令和６年法律第34号)の一部施行後の状況 

について 

   道路交通法の一部を改正する法律(令和６年法律第34号)の改正の内容、周知に 

向けた取組等、取扱状況について報告があった。 

 委員から、「自転車の運転に関しての法改正内容をより周知していく方策とし  

て、ポスター等に罰金等の罰則を大きく明示することも効果的と思われる。」と 

の発言があった。 

 

４ 公安委員会宛て文書等の苦情受理について 

   令和６年12月２日(月)から同年12月８日(日)までの間における公安委員会宛 

て文書等の収受について説明があり、５件の苦情受理を決定した。 

   

５ 苦情の受理及び処理の件数について 

 「令和６年11月28日(木)から同年12月４日(水)までの間における苦情の受理に 

ついては、公安委員会宛てが０件、警察宛てが３件であった。処理件数は、公安 

委員会宛てが２件、警察宛てが15件であった。」との報告があった。また、「公安 

委員会宛て苦情２件については文書回答することとしたい。」との説明があり、 

決定した。 

 

６ 令和７年度当初予算要求の概要について 

 令和７年度当初予算要求の概要について報告があった。 

 

７ 令和６年給与改定について 

 令和６年度の給与改定内容(令和６年４月遡及)、令和６年度12月補正予算額等 

について報告があった。 

 

８ 審査請求に対する裁決について 

運転免許効力停止処分１件、運転免許証更新処分１件の審査請求について説明 

があり、裁決した。 



９ 六代目山口組及び神戸山口組に対する特定抗争指定暴力団等の指定に係る指 

定期限の延長について 

   「指定暴力団六代目山口組及び指定暴力団神戸山口組について、特定抗争指定 

  暴力団等の指定期限を令和７年４月６日(日)まで延長することとしたい。」との 

説明があり、決定した。 

 

10 警察庁長官賞の受賞について 

警察庁長官賞の受賞について報告があった。 

 

11 警察常任委員会の開会等について 

   11月警察常任委員会の結果及び12月警察常任委員会の開会について報告があ 

った。 

 

12 集団示威運動等事務取扱状況について(令和６年11月中) 

   令和６年11月中における集団示威運動等事務取扱状況(４件)について報告が 

あった。 

 

13 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 

に係る兵庫県公安委員会への通報について 

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 

に係る兵庫県公安委員会への通報受理日時、通報受理警察署、通報内容等につい 

て報告があった。 

 

14 運転免許の行政処分について 

運転免許の行政処分に関する意見の聴取等に関する説明があり、次のとおり運 

転免許の行政処分を決定した。 

１ 運転免許取消処分に係る「意見の聴取」～17名 

２  運転免許取消処分に係る「聴聞」～８名 


